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l体調不良や運営に支障を来たす等と判断した場合、当日の相談をお断りすることがございます。 |
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|::37.5度 以 上 の 発 熱 の 方 中             ● マスク活用はイ国人の半u断 を尊重しますが、感染 リスク軽減のため会場

内ではマスク着用を推奨 tプ ておりますtま た対面で会語することか |

(21本人や同居家族に発熱や体調不良のある方Ⅲ    I
ら、状況に応じてマスク着用をお願いする場合がとざいますⅢ

(ユ 本人や同居家族が2週間以内に海外ね`ら帰園された方.

it 2週
間以内に、新型コロナウイルスに感染している、

もしくは感染が禁是われる症状のある者と接触した方

(または濃厚接触者)c
: 願いする場合がこざいます。

I:.新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得す中止とすょる場合

| がむざいますⅢ実施情報等については、下記ホームベージで鷲認、また

| はお問い台わせ先までむ連絡ください!

Ⅲ当日の手指,肖 露・検温・体調等のとアリンクにこ協力をお願いします.

ない保ll豊 所等の公的機関からの要請に基づき情報提供する場合がこ

ざいますⅢ

Ⅲ会場内では水分補総以外の飲食をお断りしております 1‐

.li定員を上回つた際は、「再来所」「4目談のお断りJ「整理券」等の対応をお
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※相談内容やプライパシーに関する秘密は厳守します
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1日と蒔li口時/令和5年 10月 1日 (日 )10:00～ 16:00
会努■ 会場/ぼっぼ 町 田 駕辮紹器繋悪絡解

!後援/東京都・
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名 運営・問い合わせ
公益社団法人 全日本不動産協会 東京都本部 町田支部

〒194‐O022東京都町国市森野卜33■ 1町田森野ビル502号
電話 042‐ 710-1707 http://toky。 .Zennichi.or.jp/maChida/駒―崩i,とゴ洋
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